
第 4 号様式（第 7 条関係） 

 

 
地域貢献（変更）計画書 

 

令和８年 4 月２日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

提出者 住  所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

氏  名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

     代表取締役 窪田 博 

（法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

第11 条第 1 項 

第11 条第 3 項（条 

例第15 条第 3 項に 

名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例 おいて準用する場 

合を含む。） 

第15 条第 1 項 

の規定により、次のとおり提出します。 

大規模小売店舗の 名称 生鮮館やまひこ富船店 

大規模小売店舗の所在地 名古屋市中川区富船町３丁目１番１及び１番２ 

地 域 貢 献 活 動 の 実 施 に 

関 す る 基 本 的 な 方 針 

事業活動を通し地域の一員として、周辺住民の安全・安心

で快適な生活環境の維持に寄与することを基本方針とし、

継続的かつ実効性のある地域貢献活動を推進し、食品スー

パーとしての特性を生かし、防災・安全対策、環境美化や

食品ロス削減など、地域の生活に密着した取り組みを重点

的に実施する。 

計 画 の 期 間 令和８年５月２８日から令和１１年３月３１日まで 

連 絡 先 

担 当 部 署 株式会社山彦 総務部 

電 話 番 号 ０５８７‐２１‐１７７７ 

 

  



 

地
域
貢
献
計
画 

 

分野 項目 細目 活動内容 実施時期 

１ 

地
域
づ
く
り 

①町の美化 地域の清掃

活動の実施 

・店舗敷地内の清掃 随時 

・店舗周辺の清掃 随時 

・地域清掃活動への協力 適宜 

②交通安全 交通安全の

普及・啓発 

・子ども・高齢者の交通安全へ

の啓発、協力 

随時 

③地域の祭

り・スポー

ツ・文化活

動 

地域活動の

広報 

・地域の自治会・NPO・スポー

ツ団体の方に利用していただ

ける掲示板の設置 

随時受付 

空きスペー

スの地域へ

の開放 

・地域の自治会・NPO・スポー

ツ団体・地域包括・老人会の

啓発活動にできる範囲で協力 

随時受付 

④地域商業

団体等との

連携 

地域商業団

体等への協

力 

・名古屋市商店街振興組合連合

会への加入 

開店時よ

り 

⑥地元産品

の積極的な

PR と販売促

進 

地産地消の

取り組み 

・地元産品販売コーナーの設置 営業時 

⑦その他 地域との対

話・関わりづ

くり 

・地域住民が気軽に憩い、集え

る場の提供 

営業時 

２ 

防
犯 

①生活安全 街頭犯罪防

止への取り

組み 

・暴力団排除活動の参加 営業時 

②青少年の

健全育成 

子ども見守

り活動の実

施 

・子ども 110 番の家の参加 営業時 

③店舗敷地

内外におけ

る防犯対策 

防犯対策の

実施 

・特殊詐欺防止、万引防止等の

啓発・協力 

営業時 

④緊急通報

体制 

事件・事故発

生時の緊急

通報体制の

確立 

・店舗・店舗周辺での事件発生

時における警察への通報要領

の策定 

営業時 



 

３ 

防
災 

②災害発生

時の活動 

 

災害発生時

の救助・復旧

活動 

・災害時の避難場所としての駐

車場の一部使用及び災害時の

物資の提供 

災害時 

 

③その他 防災への支

援・協力 

・ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）の設置 

開店時よ

り 

４ 

自
然
環
境 

①3R の推進 リデュース

（発生抑制） 

・生ごみの資源化 営業時 

リユース（再

使用） 

・資源回収ボックス 営業時 

②省エネル

ギー対策 

CO2 の削減 ・店内 LED 照明の設置 営業時 

⑥その他 自然環境に

関する取り

組み 

・業務車両及び駐車車両へのア

イドリングストップの啓発活

動 

営業時 

５ 

健
康
・
福
祉
・
子
育
て 

①健康づく

り 

健康増進の

普及・啓発 

・食の安全・安心に関する情報

の提供 

営業時 

②障害者・

高齢者への

配慮 

障害者への

配慮 

・車いすの設置 営業時 

高齢者への

配慮 

・お困りの際には店舗従業員が

丁寧に対応 

営業時 

③子育て・

家庭教育支

援 

子どもの健

やかな成長 

・児童虐待防止のための啓発・

協力 

営業時 

④子ども・

若者の応援 

子ども・若者

の応援 

・子ども・若者への職業、キャ

リア教育の支援（インターン

の受け入れ） 

随時受付 

６ 

雇
用
・
労
働 

①地域雇用 就業機会の

確保 

・従業員の地域からの優先的な

雇用 

随時受付 

②労働環境 働きやすい

職場環境の

整備 

・正社員採用への配慮（パート

タイマーの社員登用制度の運

用等） 

適宜 

７ 

撤
退
等 

①店舗閉鎖

時・核テナ

ント撤退時

の対策 

早期の情報

開示・提供 

・閉店、廃止の場合の早急な名

古屋市への報告 

決定時点 

後継店の確

保 

・後継店舗の設置者や小売業者

の確保 

決定時点 



 
８ 

そ
の
他 

①その他地

域貢献への

取り組み 

周辺の街並

みづくり・魅

力発信 

・周辺の街並みへの配慮等良好

な景観形成に向けた取り組み

に対する協力 

改装時 

 


